
 

 

 

 

 

安全確認支援 

（第２条（１）） 

建築指導課 

（応急危険度判定実施本部） 

避難所及び 

■震度６弱以上の震災が発生した場合のフロー   

市災害対策本部 

（防災対策課） 

各建築団体 

（応急危険度判定士等） 

自動参集   

（第６条）    

営繕課 

（避難所・市有施設の点検） 

開設避難所の通達 

判定業務報告 

（第７条）  

建築相談窓口 

相談窓口 

開設準備 

（第２条（２）） 

相談員の 

派遣依頼 

（第４条） 

相談協力 

（第５条） 

防災上重要な施設 
施設管理者 等 

判定士からの

報告・連携 

・災害対策本部が指定する避難所 

・病院 

・地区センター（避難所以外） 

・避難弱者のいる施設 等 

判定結果報告 
判定士からの情報報告 

・各地区の被災状況 

・避難所の被災状況 

（ ）は協定の条項 

避難所開設の 

判断・決定 

不足判定士の報告 

民間判定士の派遣 

市民 

避難所の 

受け入れ 

応急危険度判定 

業務報告 

（市有施設） 

市民 
復旧 

相談 


